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西伊豆町告示第４ ７ 号 

 

 令和５ 年第１ 回西伊豆町議会臨時会を次のと おり 招集する 。  

 

      令和５ 年４ 月２ １ 日 

 

西伊豆町長 星 野 淨 晋  

 

 

 １ ． 期  日  令和５ 年５ 月８ 日 

 

 ２ ． 場  所  西伊豆町役場 議場 

 

 ３  付議事件 

 （ １ ） 西伊豆町議会常任委員会委員の選任について 

 （ ２ ） 西伊豆町議会議会運営委員会委員の選任について 

 （ ３ ） 下田地区消防組合議会議員の選挙について 

 （ ４ ） 西豆衛生プラ ント 組合議会議員の選挙について 

 （ ５ ） 一部事務組合下田メ ディ カルセンタ ー議会議員の選挙について 

 （ ６ ） 南伊豆地域清掃施設組合議会議員の選挙について 

 （ ７ ） 専決処分の承認を求める こ と について（ 西伊豆町税条例等の一部を改正する 条例）  

 （ ８ ） 田子町有地内における 落石に伴う 損害賠償の額の決定について 

 （ ９ ） 令和５ 年度西伊豆町一般会計補正（ 第１ 号）  

 （ 10） 人権擁護委員候補者の推薦について 

 （ 11） 西伊豆町監査委員の選任について（ 議選）  
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員 

 

 

応招議員（ １ ０ 名）  

    １ 番  松 田 貴 宏 君       ２ 番  浅 賀 元 希 君 

    ３ 番  仲 田 慶 枝 君       ４ 番  堤     豊 君 

    ５ 番  芹 澤   孝 君       ６ 番  高 橋 敬 治 君 

    ７ 番  山 田 厚 司 君       ８ 番  西 島 繁 樹 君 

    ９ 番  堤   和 夫 君      １ ０ 番  増 山   勇 君  

 

不応招議員（ なし ）  

 



 

 

 

 

 

 

 

      令和５ 第１ 回（ ５ 月） 臨時町議会 

 

 

         （ 第１ 日 ５ 月８ 日）  
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令和５ 年第１ 回（ ５ 月） 西伊豆町議会臨時会 

 

議 事 日 程（ 第１ 号）  

 

令和元年５ 月８ 日（ 木） 午前９ 時３ ０ 分開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  選任第 １ 号 西伊豆町議会常任委員会委員の選任 

日程第 ４  選任第 ２ 号 西伊豆町議会議会運営委員会委員の選任 

日程第 ５  選挙第 １ 号 下田地区消防組合議会議員の選挙 

日程第 ６  選挙第 ２ 号 西豆衛生プラ ント 組合議会議員の選挙 

日程第 ７  選挙第 ３ 号 一部事務組合下田メ ディ カルセンタ ー議会議員の選挙 

日程第 ８  選挙第 ４ 号 南伊豆地域清掃施設組合議会議員の選挙 

日程第 ９  承認第 １ 号 専決処分の承認を 求める こ と について（ 西伊豆町税条例等の一部

を 改正する 条例）  

日程第 10 議案第２ ８ 号 田子町有地内における 落石に伴う 損害賠償の額の決定について 

日程第 11 議案第２ ９ 号 令和５ 年度西伊豆町一般会計補正（ 第１ 号）  

日程第 12 諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 13 同意第１ ４ 号 西伊豆町監査委員の選任について（ 議選）  

───────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付し た事件 

 日程第１ から 日程第１ ３ ま で議事日程に同じ  

 追加１  日程第１  西伊豆町議会議長の辞職について 

 追加２  日程第１  選挙第５ 号 西伊豆町議会議長の選挙 

 追加３  日程第１  選挙第６ 号 西伊豆町議会副議長の選挙 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（ １ ０ 名）  

     １ 番  松 田 貴 宏 君       ２ 番  浅 賀 元 希 君 

     ３ 番  仲 田 慶 枝 君       ４ 番  堤     豊 君 
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     ５ 番  芹 澤   孝 君       ６ 番  高 橋 敬 治 君 

     ７ 番  山 田 厚 司 君       ８ 番  西 島 繁 樹 君 

     ９ 番  堤   和 夫 君      １ ０ 番  増 山   勇 君 

 

欠席議員（ なし ）  

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１ ２ １ 条によ り 説明のため出席し た者の職氏名 

町 長 星 野 淨 晋 君 副 町 長 髙 木 光 一 君 

教 育 長  鈴 木 秀 輝 君 総 務 課 長  白 石 洋 巳 君 

ま ちづく り 課長  長 島   司 君 窓 口 税 務 課 長 髙 橋 昌 子 君 

健康福祉課長  渡 邉 貴 浩 君 
教 育 委 員 会 
事 務 局 長  

朝 倉 通 彰 君 

─────────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席し た者 

議会事務局長  佐 野 浩 正   書 記 堤   浩 之   

─────────────────────────────────────────────────── 
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開会 午前９ 時３ ０ 分   

 

 

     ◎開会宣告 

○議長（ 山田厚司君）  皆さ ん、 おはよ う ございま す。  

  ただいま 出席し ている 議員は10名であり ま す。 定足数に達し ており ま すので、 こ れよ り 、

令和５ 年第１ 回西伊豆町議会臨時会を 開会し ま す。  

 

 

     ◎開議宣告 

○議長（ 山田厚司君）  直ちに本日の会議を 開き ま す。  

 

 

     ◎議事日程説明  

○議長（ 山田厚司君）  本日の議事日程及び本臨時会に、 地方自治法第121条の規定によ っ て

出席を 求めま し た者の名簿は、 御手元に配付のと おり であり ま す。  

 

 

     ◎会議録署名議員の指名  

○議長（ 山田厚司君）  日程第１ 、 会議録署名議員の指名を 行いま す。  

  会議録署名議員は、 会議規則第126条の規定によ り 、  

     ２ 番 浅賀 元希 君、  

     ３ 番 仲田 慶枝 君を 指名し ま す。  

 

 

     ◎会期の決定 

○議長（ 山田厚司君）  日程第２ 、 会期の決定を 議題と し ま す。  

  お諮り し ま す。 本臨時会の会期は本日１ 日限り と し たいと 思いま す。  

  こ れに御異議あり ま せんか。  
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〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 山田厚司君）  異議なし と 認めま す。  

  よ っ て、 会期は本日１ 日限り と 決定し ま し た。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午前 ９ 時３ １ 分 

再開 午前 ９ 時３ ３ 分 

 

 

     ◎日程の追加 

○副議長（ 堤 豊君）  休憩を解いて再開し ま す。  

  ただいま 、 議長の山田厚司君から 、 議長の辞職願が提出さ れま し た。  

  し ばら く の間、 議長の職を 務めさ せていただき ま すので、 御協力のほど よ ろし く お願いし

ま す。  

  お諮り し ま す。  

  西伊豆町議会議長の辞職についてを、 急施事件と 認め、 日程に追加し 、 追加１ の日程第１

と し 、 日程の順序を 変更し 、 直ちに議題と する こ と に御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○副議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  よ っ て、 西伊豆町議会議長の辞職についてを 、 日程に追加し 、 追加１ の日程第１ と し 、 日

程の順序を 変更し 、 直ちに議題と する こ と に決定し ま し た。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午前 ９ 時３ ４ 分 

再開 午前 ９ 時３ ６ 分 

 

 

     ◎町議会議長の辞職について 

○副議長（ 堤 豊君）  休憩を解いて再開し ま す。  

  追加1の日程第１ 、 西伊豆町議会議長の辞職についてを 議題と し ま す。  
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  地方自治法第117条の規定によ り 、 山田厚司君の退場を 求めま す。  

〔 山田厚司君 退場〕  

○副議長（ 堤 豊君）  お諮り し ま す。  

  事務局長に辞職願を 朗読さ せま す。  

  議会事務局長。  

○議会事務局長（ 佐野浩正君）  それでは、 朗読さ せていただき ま す。  

 令和５ 年５ 月８ 日  

 西伊豆町議会副議長 堤 豊 様  

 西伊豆町議会議長 山田厚司 

 辞職願。  

 こ のたびに西伊豆町議会議員の申合せによ り 、西伊豆町議会議長を 辞職し たいので許可さ

れる よ う 願出ま す。  

 以上です。  

○副議長（ 堤 豊君）  お諮り し ま す。  

  山田厚司君の議長の辞職を 許可する こ と に御異議はあ り ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○副議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 山田厚司君の議長の辞職を 、 許可する こ と に決定し ま し た。  

 山田厚司君の入場を 許し ま す。  

〔 山田厚司君 入場〕  

○副議長（ 堤 豊君）  山田厚司君。  

  辞任の挨拶を 壇上よ り お願いし ま す。 ど う ぞ。  

〔 山田厚司君登壇〕  

○議長（ 山田厚司君）  議長退任の挨拶、  

  議長を 退任する に当たり 、 一言お礼の挨拶を 申し 上げま す。  

 令和３ 年の４ 月臨時会において、 はから ずも 、 議長に選出いただき ま し て、 ２ 年間、 明る い

町政の推進と 円滑な議会の運営に努力し てま いり ま し た。 何分力量不足で、 皆様方の御期待

に十分に応えら れなかっ たと 思っ ており ま すが、 幸いにし て、 議員各位から 格別のご支援、

ご協力を いただき 、 ま た、 町長を はじ め、 町管理職各位から も 、 手厚いご 援助と 、 ご指導を

賜っ てま いり ま し た。 おかげさ ま で、 議長と し ての職務職責を 全う する こ と ができ ま し たこ
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と は誠にお礼申し 上げる 次第でご ざいま す。 今後も 、 町の発展のため全力を 尽く し てま いり

ま すので、 変わら ぬご厚誼を 賜り ま すよ う お願い申し 上げて、 議長退任の挨拶と さ せていた

だき ま す。 以上であり ま す。 あり がと う ござ いま し た。  

 

 

     ◎日程の追加 

○副議長（ 堤 豊君）  ただいま 議長が欠けま し た。  

  お諮り し ま す。  

  西伊豆町議会議長の選挙を 日程に追加し 、追加２ の、日程第１ と し 、日程の順序を 変更し 、

直ちに選挙を 行いたいと 思いま す。 こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○副議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

 し たがっ て、 西伊豆町議会議長の選挙を 日程に追加し 、 追加２ の日程第１ と し 、 日程の順序

を 変更し 、 直ちに選挙を 行う こ と に決定し ま し た。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午前 ９ 時４ １ 分 

再開 午前 ９ 時４ ４ 分 

 

 

     ◎選挙第５ 号 町議会議長の選挙 

○副議長（ 堤 豊君） 休憩を 解いて再開し ま す。  

  追加２ の日程第１ 、 選挙第５ 号、 西伊豆町議会議長の選挙を 行いま す。  

  選挙は投票によ り 行いま す。  

  議場を 閉鎖し ま す。  

〔 議場を 閉鎖する 〕  

○副議長（ 堤 豊君） ただいま の出席、 出席議員数は10名です。  

  次に、 立会い人を 指名し ま す。  

  会議規則第32条第２ 項の規定によ り 、 立会い人に、 ５ 番、 芹澤孝君。 ６ 番、 高橋敬治君を

指名し ま す。  
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  投票用紙を 配布し ま す。  

  念のために申し 上げま す。 投票は単記無記名です。  

〔 投票用紙の配布〕  

○副議長（ 堤 豊君）  投票用紙の配付漏れはあ り ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○副議長（ 堤 豊君）  配付漏れなし と 認めま す。  

  投票箱を 点検し ま す。  

〔 投票箱の確認〕  

○副議長（ 堤 豊君）  異常なし と 認めま す。  

  ただいま から 投票を 行いま す。  

  事務局長が議席番号と 氏名を 読み上げま すので、 順番に投票願いま す。  

○議会事務局長（ 佐野浩正君）  １ 番、 松田貴宏議員。  

  ２ 番、 浅賀元希議員。  

  ３ 番、 仲田慶枝議員。  

  ５ 番、 芹澤孝議員。  

  ６ 番、 高橋敬治議員。  

  ７ 番、 山田厚司議員。  

  ８ 番、 西島繁樹議員。  

  ９ 番、 堤和夫議員。  

  10番、 増山勇議員。  

  ４ 番、 堤豊議員。  

○副議長（ 堤 豊君）  投票漏れはあり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○副議長（ 堤 豊君）  投票も れなし と 認めま す。  

  投票を 終わり ま す。  

  こ れよ り 、 開票を 行いま す。  

  ５ 番、 芹澤孝君。 ６ 番、 高橋敬治君。 開票の立会いを お願いし ま す。  

〔 開票〕  

○副議長（ 堤 豊君）  選挙の結果を 報告し ま す。  

  投票総数10票。  
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  有効投票９ 票。  

  無効投票１ 票です。  

  有効投票のう ち、 堤豊君８ 票、 山田厚司君１ 票。  

  以上のと おり です。  

  こ の選挙の法定得票数は３ 票です。  

  し たがっ て、 堤豊君が議長に当選さ れま し た。  

  議場の閉鎖を 解き ま す。  

〔 議場の閉鎖を解く 〕  

○副議長（ 堤 豊君）  選挙の結果、 私、 堤豊が当選し ま し たので、 会議規則第33条第２ 項の

規定によ る 、 当選の、 告知は省略いたし ま す。  

  こ れよ り 、 こ の場において、 当選受託の発言と 挨拶を 行わせていただき ま す。  

  ただいま 議長に当選さ せていただき ま し たので、 謹んでお受けいたし ま す。 よ ろ し く お願

いし ま す。 続き ま し て、 就任の挨拶を 行いま す。  

〔 議長席において就任挨拶〕  

  議長を 就任する に当たり ま し て、 一言御挨拶申し 上げま す。 こ のたび、 不肖私、 議員の皆

様方の推挙によ り 、 議長の要職を に就く こ と になり ま し たこ と は、 ま こ と に身に余る 光栄で

あり 、 衷心から 感謝をいたし ておる 次第です。 私は、 自ら の浅学非才を 顧みま し て、 責任の

重さ を 一層痛感いたし ており ま すが、 こ こ に、 皆様の推薦を 受けま し た上は、 西伊豆町の発

展と 、 住民福祉の推進に、 誠心誠意努力する こ と 。 努力いたすこ と で、 覚悟でござ いま す。

ま た、 議会の運営につき ま し ては、 不偏不党、 公正無私の立場を 堅持いたし ま すこ と を 、 こ

こ にお誓い申し 上げる 次第であり ま す。 何と ぞ皆様方の手厚いご支援と 、 ご 鞭撻を 受けたわ

り ま すよ う お願い申し 上げま し て、 就任の挨拶と さ せていただき ま す。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午前 ９ 時５ ９ 分 

再開 午前１ ０ 時 ３ 分 

 

 

     ◎日程の追加 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  
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  本期間中、 暑いよ う でし たら 、 上着を 外し て結構です。  

  それでは、 こ れよ り 議長と し て、 議事の進行を さ せていただき ま す。  

  ただいま 、 副議長が議長に当選し たため、 副議長が欠けま し た。  

  お諮り し ま す。  

  西伊豆町議会副議長の選挙を 日程に追加し 、追加３ の日程第１ と し 、日程の順序を 変更し 、

直ちに選挙を 行いたいと 思いま す。  

  こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

 し たがっ て、 西伊豆町議会副議長の選挙を 日程に追加し 、 追加３ の日程第１ と し 、 日程の順

序を 変更し 、 直ちに選挙を 行う こ と に決定し ま し た。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午前１ ０ 時 ４ 分 

再開 午前１ ０ 時 ８ 分 

 

 

    ◎選挙第６ 号 町議会副議長の選挙 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  

  追加３ の日程第１ 、 選挙第６ 号、 西伊豆町議会副議長の選挙を 行いま す。  

  選挙は投票によ り 行いま す。  

  議場の閉鎖、 議場を 閉鎖し ま す。  

〔 議場の閉鎖〕  

○議長（ 堤 豊君）  ただいま の出席議員の数は10名であり ま す。  

  次に、 立会い人を 指名し ま す。  

  会議規則第32条第２ 項の規定によ り 、 立会い人に、 ７ 番、 山田厚司君。 ８ 番、 西島繁樹君

を 指名し ま す。  

  投票用紙を 配布し ま す。  

  念のため申し 上げま す。 投票は単記無記名です。  

〔 投票用紙の配布〕  



- 12 - 

○議長（ 堤 豊君）  投票用紙の配付漏れはあり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  配付漏れなし と 認めま す。  

  投票箱の点検を し ま す。  

〔 投票箱の確認〕  

○議長（ 堤 豊君）  異常なし と 認めま す。  

  ただいま から 投票を 行いま す。 事務局長が議席番号と 氏名を 読み上げま すので、 順番に投

票願いま す。  

○議会事務局長（ 佐野浩正君）  １ 番、 松田貴宏議員。  

  ２ 番、 浅賀元希議員。  

  ３ 番、 仲田慶枝議員。  

  ５ 番、 芹澤孝議員。  

  ６ 番、 高橋敬治議員。  

  ７ 番、 山田厚司議員。  

  ８ 番、 西島繁樹議員。  

  ９ 番、 堤和夫議員。  

  10番、 増山勇委員。  

  ４ 番、 堤豊議員。  

  投票漏れはあり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  投票も れなし と 認めま す。  

  投票を 終わり ま す。  

  こ れよ り 開票を 行いま す。  

  ７ 番、 山田厚司君。 ８ 番、 西島茂樹君、 開票の立会いをお願いし ま す。  

〔 開票〕  

○議長（ 堤 豊君）  選挙の結果を報告し ま す。  

  投票総数10票。  

  有効投票９ 票。  

  無効投票１ 票です。  

  有効投票のう ち、 仲田慶枝君９ 票。 以上のと おり です。  
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  こ の選挙の法定得票数は３ 票です。  

  し たがっ て、 仲田慶枝君が副議長に当選さ れま し た。  

  議場の閉鎖を 解き ま す。  

〔 議場の閉鎖を解く 〕  

○議長（ 堤 豊君）  ただいま 副議長に当選さ れま し た仲田慶枝君が議場におら れま す。  

  会議規則第33条第２ 項の規定によ り 、 当選を 告知し ま す。  

  仲田慶枝君。  

  当選承諾の発言を 議席から 、 挨拶を壇上から お願いし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 仲田慶枝君。  

○３ 番（ 仲田慶枝君）  ３ 番、 仲田慶枝。 ただいま 副議長に当選さ せていただき ま し た。  

  謹んでお受けいたし ま す。 よ ろし く お願いいたし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  仲田さ ん。  

〔 副議長 仲田慶枝君登壇〕  

○副議長（ 仲田慶枝君）  副議長を 就任する に当たり ま し て、 一言ご 挨拶を 申し 上げま す。  

  今回、 議員の皆様方のご 推挙によ り 副議長に選ばれま し たこ と は、 こ の上も なく 光栄に存

じ ま す。 同時に、 その任務の重大さ を 痛感する も のでございま すが、 議長のも と 、 議会が公

正に、 し かも 円滑に運営さ れま すよ う 、 及ばずながら 誠心誠意努力いたし たいと 存じ ま す。

ど う かよ ろ し く 、 皆様方の絶大なる ご 支援、 ご鞭撻を 賜り ま すよ う お願い申し 上げま し て、

就任の挨拶と さ せていただき ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午前１ ０ 時２ ３ 分 

再開 午後 １ 時０ ０ 分 

 

 

     ◎選任第１ 号 西伊豆町議会常任委員会委員の選任 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  

  日程第３ 号、 選任第１ 号、 西伊豆町議会常任委員会委員の選任を 議題と し ま す。  

  お諮り し ま す。  

  常任委員会委員の選任については、 委員会条例第７ 条第２ 項の規定によ り 、 御手元の配布
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の名簿のと おり 、 指名し たいと 思いま す。  

  こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 常任委員会委員は、 御手元に配付し ま し た名簿のと おり 選任する こ と に決定

し ま し た。  

  各常任委員会は、 委員会条例第８ 条第２ 項の規定によ り 、 委員長、 副委員長を 互選する た

め、 委員会を 開会し ていただき たいと 思いま す。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午後 １ 時 １ 分 

再開 午後 １ 時 ２ 分 

 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  

  休憩中、 各常任委員会において、 委員長、 副委員長の互選が行われま し たので、 事務局長

よ り 報告さ せま す。  

  議会事務局長 

○議会事務局長（ 佐野浩正君）  それでは、 報告さ せていただき ま す。  

  第１ 常任委員会委員長に松田貴宏議員、 副委員長に高橋敬治議員。  

  第２ 常任委員会委員長に浅賀元希議員、 副委員長に増山勇議員。  

  広報編集委員会委員長に仲田慶枝議員、 副委員長に増山勇議員。  

  以上です。  

 

 

    ◎選任第２ 号 西伊豆町議会 議会運営委員会委員の選任 

○議長（ 堤 豊君）  日程第４ 号。 選任第２ 号、 西伊豆町議会、 議会運営委員会委員の選任を

議題と し ま す。  

    お諮り し ま す。  

  議会運営委員会委員の選任については、 委員会条例第７ 条第２ 項の規定によ り 、 御手元に

配付し た名簿のと おり 、 指名し たいと 思いま す。  
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  こ れに異議はあり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 議会運営委員会委員は、 御手元に配付し ま し た名簿のと おり 選任する こ と に

決定し ま し た。  

  なお、 委員会条例第８ 条第２ 項の規定によ り 、 委員長、 副委員長を 互選する ため、 議会運

営委員会を 開会し ていただき たいと 思いま す。  

  暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午後 １ 時 ３ 分 

再開 午後 １ 時 ４ 分 

 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  

  休憩中、 議会運営委員会が開催さ れ、 委員長、 副委員長の互選が行われま し たので、 事務

局長よ り 報告さ せま す。  

○議会事務局長（ 佐野浩正君）  それでは、 報告さ せていただき ま す。  

  議会運営委員会委員長に高橋敬治議員、 副委員長に芹澤孝議員。  

  以上です。  

 

 

    ◎選挙第１ 号 下田地区西伊豆町議会議長の選挙について 

○議長（ 堤 豊君） 日程第５ 号、 選挙第１ 号、 下田地区消防組合議会議員の選挙を 行いま す。  

  お諮り し ま す。  

  選挙の方法については、 地方自治法第118条第２ 項の規定によ り 、 指名推薦し たいと 思い

ま す。 こ れに御異議はあ り ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君） 異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 選挙の方法は指名推選で行う こ と に決定し ま し た。  

  お諮り し ま す。  

  指名の方法については、 議長において指名し たいと 思いま す。  
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  こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 議長において指名する こ と に決定し ま し た。  

  下田地区消防組合議会議員に浅賀元希君。 芹澤孝君を 指名し ま す。  

  お諮り し ま す。  

  ただいま 議長において指名し た、 浅賀元希君。 芹澤孝君を 下田地区消防組合議会議員の当

選人と 認める こ と に御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 ただいま 指名し ま し た、 浅賀元希君、 芹澤孝君が、 下田地区消防組合議会議

員に当選さ れま し た。 ただいま 当選さ れま し た２ 人の方が議場におら れま すので、 本席から

会議規則第33条第２ 項の規定によ る 告知を いたし ま す。  

  浅賀元希君。 失礼し ま し た。 浅賀元希君、 芹澤孝君を 、 順次、 当選承諾についての発言を

お願いし ま す。  

  ２ 番、 浅賀君 

○２ 番（ 浅賀元希君）  ２ 番、 浅賀元希。 ただいま 御推薦を いただき ま し た。 下田地区消防組

合議会議員を お受けいたし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  芹澤孝君。  

○５ 番（ 芹澤 孝君）  ５ 番、 芹澤孝。 はい。 ただいま 御推薦を いただき ま し た下田地区消防

組合、 議会議員を 、 謹んでお受けいたし ま す。  

 

 

    ◎選挙第２ 号 西豆衛生プラ ント 組合議会議員の選挙 

○議長（ 堤 豊君）  はい。 次に、 日程第６ 号、 選挙第２ 号、 西豆衛生プラ ン ト 組合議会議員

の選挙を 行いま す。  

  お諮り し ま す。  

  選挙の方法については、 地方自治法第118条第２ 項の規定によ り 、 指名推選にし たいと 思

いま す。  

  こ れに御異議はあり ま せんか。  
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〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 選挙の方法は指名推選で行う こ と に決定し ま し た。 お諮り し ま す。 指名の方

法については、 議長において指名し たいと 思いま す。  

  こ れに御異議があり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て議長において指名する こ と に決定し ま し た。  

  西豆衛生プラ ン ト 組合議会議員に、 山田厚司君、 西島繁樹君、 堤和夫君を 指名し ま す。  

  お諮り し ま す。  

  ただいま 議長において指名し ま し た。  

  山田厚司君、 西島繁樹君、 堤和夫君を 西豆衛生プラ ン ト 組合議会議員の当選人と 認める こ

と に御異議があり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 ただいま 指名し ま し た。 山田厚司君、 西島繁樹君、 堤和夫君が、 西豆衛生プ

ラ ン ト 組合議会議員に当選さ れま し た。  

  ただいま 当選さ れま し た３ 人の方が議場におら れま すので、 本席から 、 会議規則第33条第

２ 項の規定によ る 告知を いたし ま す。  

  山田厚司君、 西島繁樹君、 堤和夫君。 順次、 当選承諾についての発言を お願いし ま す。  

  ７ 番、 山田厚司君。  

○７ 番（ 山田厚司君）  ７ 番、 山田厚司。 ただいま 御推薦を いただき ま し た、 西豆衛生プラ ン

ト 組合議会議員を お受けいたし ま す。 よ ろし く お願いし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  西島繁樹君。  

〇８ 番（ 西島繁樹君）  ただいま 御推薦を いただき ま し た、西豆衛生プラ ン ト 組合議会議員を 、

お受けいたし ま す。 よ ろ し く お願いし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ９ 番、 堤和夫君。  

○９ 番（ 堤和夫君）  ９ 番、 堤和夫。 ただいま 御推薦をいただき ま し た、 西豆衛生プラ ント 組

合、 議会議員を慎んで謹んでお受けいたし ま す。  
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    ◎選挙第３ 号 下田メ ディ カ ルセン タ ー議会議員の選挙 

○議長（ 堤 豊君）  日程第７ 号、 選挙第３ 号、 一部事務組合下田メ ディ カルセン タ ー議会議

員の選挙を 行いま す。  

  お諮り し ま す。  

  選挙の方法については、 地方自治法第108、 第118条第２ 定の規定によ り 、 指名推選にし た

いと 思いま す。  

  こ れに異議はあり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て選挙の方法は指名推選で行う こ と に決定し ま し た。 お諮り し ま す。 指名の方法

については、 議長において指名し たいと 思いま す。  

  こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

し たがっ て議長において指名する こ と に決定し ま し た。 一部事務組合下田メ ディ カ ルセン タ

ー議会議員に、 高橋敬治君、 増山勇君を 指名し ま す。  

 お諮り し ま す。  

 ただいま 議長において指名し ま し た。 高橋敬治君、 増山勇君を 、 一部事務組合下田メ ディ

カルセンタ ー議員、 議会議員の当選人と 認める こ と に御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 ただいま 指名し た、 高橋敬治君、 増山勇君が、 一部事務組合下田メ ディ カル

セン タ ー議会議員に当選さ れま し た。  

  ただいま 当選さ れま し た２ 人の方が議場におら れま すので、 本席から 会議規則第33条第２

項の規定によ る 告知をいたし ま す。  

  高橋敬治君、 増山勇君。 順次、 当選承諾についての発言を お願いいたし ま す。  

  はい、 ６ 番、 高橋敬治君。  

○６ 番（ 高橋敬治君）  ６ 番、 高橋敬治。 ただいま 御推薦を いただき ま し た、 一部事務組合下

田メ ディ カルセン タ ー議会議員を お受けいたし ま す。  
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○議長（ 堤 豊君）  続き ま し て、 増山勇君。 １ ０ 番。  

○10番（ 増山 勇君）  ただいま 御推薦を いただき ま し た、 一部事務組合下田メ ディ カルセン

タ ー議会議員をお受けいたし ま す。 よ ろし く お願いいたし ま す。  

 

 

    ◎選挙第４ 号 南伊豆地域清掃施設組合議会議員の選挙 

○議長（ 堤 豊君）  日程第８ 号、 選挙第４ 号、 南伊豆地域清掃施設組合議会議員の選挙を 行

いま す。  

  お諮り し ま す。  

  選挙の方法については、 地方自治法第118条第２ 項の規定によ り 、 指名推選にし たいと 思

いま す。  

  こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て、 選挙の方法は指名推選で行う こ と に決定し ま し た。  

  お諮り し ま す。  

  指名の方法については、 議長において指名し たいと 思いま す。  

  こ れに御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ て議長において指名する こ と に決定し ま し た。  

  南伊豆地域清掃施設組合議会議員に、 松田貴宏君、 仲田慶枝君を 指名し ま す。  

  お諮り し ま す。  

  ただいま 議長において指名し ま し た。 松田貴宏君、 仲田慶枝君を 、 南伊豆地域清掃施設組

合議会議員の当選２ 認める こ と に御異議あり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  異議なし と 認めま す。  

  し たがっ てただいま し て指名し ま し た、 松田貴宏君、 仲田慶枝君が、 南伊豆地域、 清掃施

設組合議会議員に当選さ れま し た。  

  ただいま 当選さ れま し た２ 人の方が議場におら れま すので、 本席から 会議規則第33条第２
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項の規定によ る 、 告知を いたし ま す。  

  松田貴宏君、 仲田慶枝君。 順次、 当選承諾についての発言を お願いし ま す。  

  １ 番、 松田貴宏君。  

○１ 番（ 松田貴宏君）  １ 番、 松田貴宏。 ただいま 御推薦を いただき ま し た、 南伊豆地域清掃

施設組合議会議員を お受けいたし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ３ 番、 仲田慶枝君。  

○３ 番（ 仲田慶枝君）  ３ 番、 仲田慶枝。 ただいま 御推薦を いただき ま し た、 南伊豆地域清掃

施設組合議会議員を お受けいたし ま す。  

 

 

    ◎承認第１ 号の上程、 説明、 質疑、 討論、 採決 

○議長（ 堤 豊君）  日程第９ 、 承認第１ 号、 専決処分の承認を 求める こ と についてを 議題と

し ま す。  

  議案の朗読は省略し て、 提案理由の説明を求めま す。  

  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  承認第１ 号は、 専決処分の承認を 求める こ と についてでご ざいま す。 

  専決処分の承認を 求める 件につき ま し ては、 地方自治法第179条第１ 項の規定に基づき 、

西伊豆町税条例等の一部を 改正する 条例を 別紙のと おり 専決処分し たも のでございま す。  

  詳細につき ま し ては担当課長が説明申し 上げま す。  

  よ ろ し く 御審議のほど お願い申し 上げま す。  

○議長（ 堤 豊君）  窓口税務課長。  

○窓口税務課長（ 高橋昌子君）  それでは、 ただいま 提案さ れま し た、 承認第１ 号、 専決処分

の承認を 求める こ と について御説明を 申し 上げま す。  

  本件につき ま し ては、 上位法令であり ま す。 地方税、 地方税法等の一部を 改正する 法律が

令和５ 年３ 月31日に公布さ れ、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行さ れる こ と に伴い、 法律の公布と

同時に、 西伊豆町税条例等の一部を改正する 条例を 、 ３ 月31日に公布、 ４ 月１ 日に施行する

こ と について、 地方自治法第179条第１ 項の規定に基づき 、 専決処分を さ せていただき ま し た

が、 その内容について、 同条第３ 項の規定に基づき 報告さ せていただき ま す。 承認をお願い

する も のでご ざいま す。 承認第１ 号を めく っ ていただき ま し て、 ２ 枚目が、 専決第１ 号、 令

和５ 年３ 月31日の専決処分書でご ざいま す。 さ ら に、 １ 枚めく っ ていただき ま すと 、 こ こ か
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ら 、 西伊豆町税条例等の一部を 改正する 条例の、 改正文でございま す。 改正部分は、 １ ペー

ジから ６ ページま でござ いま し て、 こ の改正文によ る 既存の条例を 改めま す。 次に、 ７ ペー

ジから 新旧対照表になっ ており ま し て、33ページま でと なっ ており ま す。こ の新旧対照表は、

左側が現行条例、右側が改正案で、改正箇所を アン ダーラ イ ンでお示し し ており ま す。なお、

こ の改正文及び新旧対照表につき ま し ては、 総務省、 自治税務局から 示さ れた、 法令改正の

例示になら っ たも のでご ざいま す。 改正文は、 改正文及び新旧対照表、 並びに法令改正に伴

う 、 字句訂正や、 項ずれ等に対応する も のは、 割愛さ せていただき ま し て、 税制改正に伴う

主な改正点について、 お配り さ せていただき ま し た。 専決承認第１ 号資料によ り 、 説明を さ

せていただき ま す。 では、 資料を 御覧く ださ い。 軽自動車税に関する 改正でございま す。 軽

自動車税の環境性能割については、 燃費性能に応じ た、 税率区分を 設定し 、 その区分を ２ 年

ごと に見直すこ と によ り 、燃費性能が、よ り すぐ れた、自動車税の普及を 促進する も のです。

令和４ 年度末は、 見直し の時期に当たり ま すが、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症と 背景と し た、

半導体不足等の状況を踏ま え、異例の措置と し て、現行の税率９ 分を 、令和５ 年12月末ま で、

据え置く こ と と なり ま し た。 その上で、 2035年ま での、 電動車100％、 乗用車、 新車発売、 と

する 政府目標を、 整合さ せ、 電動車の一層の促進普及を 図る 観点から 、 各税率区分における

燃費基準達成度を ３ 年間で段階的に引上げを 行う も のです。 ま た、 軽自動車税の種別割のグ

リ ーン化特例におき ま し ても 、 電気自動車等を 取得し た場合、 現行の経過措置についても 、

適用期限を ３ 年延長する も のです。 最後に、 施行期日でご ざいま すが、 令和５ 年４ 月１ 日か

ら 施行し ま す。 ただし 、 個人住民税関係の規定は、 規定の一部は、 令和６ 年１ 月１ 日、 及び

令和７ 年１ 月１ 日から 施行する も のでございま す。 以上、 簡単ではご ざいま すが、 説明と さ

せていただき ま す。 御審議のほど 、 よ ろし く お願いいたし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  提案理由の説明が終わり ま し た。  

  こ れによ り 、 本案に対する 質疑を 行いま す。  

  質疑はあり ま せんか。  

  ２ 番、 浅賀元希君。  

○２ 番（ 浅賀元希君）  今回の改正はですね、 町にと っ ては、 軽減になり ま すので税収が下が

る っ ていう こ と になろう かと 思いま すけど も 、その分の負担等っていう か、国から のですね、

助成的なも のはあ る んでし ょ う か。  

○議長（ 堤 豊君）  窓口税務課長。  

○窓口税務課長（ 高橋昌子君）  こ れ、 こ の保証についてはですね、 補填についてはですね、
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地方特別交付税の中に入っ てき ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  よ ろ し いですか。  

  ９ 番、 堤和夫議員。  

○９ 番（ 堤和夫君）  資料のほう ですね。 １ 枚めく っ ていただいて、 注２ になり ま すけど 、 グ

リ ーンディ ーゼルに対する 令和４ 年度における 経過措置、 2030年度、 燃費基準60％達成非課

税、 令和５ 年12月末ま で延長する と いう こ と になっ ており ま すけど も 、 当町においてこ のグ

リ ーンディ ーゼル車における こ れに対応を する 車と いう のはある んでし ょ う か。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 窓口税務課長。  

  失礼、 暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午後 １ 時２ ４ 分 

再開 午後 １ 時２ ９ 分 

 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  

  窓口税務課長。  

○窓口税務課長（ 高橋昌子君）  先ほど 堤議員から 質問があり ま し た、 ク リ ーンディ ーゼル車

ですけれど も 、申し 訳あり ま せん私の資料のほう で、グ リ ーン っ て書いてあり ま すけれど も 、

ク リ ーンの間違いです。 ま ずそこ を一つ訂正さ せてく ださ い。 ク リ ーンディ ーゼル車、 ディ

ーゼル車と いう のは、 ほぼ普及し ている のが普通車が多く てですね、 西伊豆町のほう では、

こ のク リ ーン ディ ーゼル車に該当する 、 今のと こ ろ車はあり ま せん。  

○議長（ 堤 豊君）  よ ろ し いですか。 ほかに、  

  １ 番、 松田貴宏君。  

○１ 番（ 松田貴宏君）  ９ ページ、 38条の３ の、 森林環境税について、 概略を ちょ っ と 教えて

く ださ い。  

○議長（ 堤 豊君）  窓口税務課長。  

○窓口税務課長（ 高橋昌子君）  はい、 森林環境税ですけれど も 、 こ れはですね地球温暖化防

止や災害防止等の公益的機能を 維持、 増進する ために創立さ せ、 創立さ れま す。 で、 森林環

境税に関し ま し ては、 令和６ 年度から 課税が開始さ れて、 個人住民税の均等割に組み込ま れ

て、 入っ てく る っ ていう か納める よ う な形になり ま す。 その森林間、 環境税を 、 集めて今度

は反対に森林環境贈与税と し て、 各市町に分配さ れる よ う な形になり ま す。 以上です。 すい
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ま せん。 贈与じ ゃ なく て譲与です。 はい、 森林環境譲与税です。  

○議長（ 堤 豊君）  ほかにござ いま せんか。 よ ろし いですか。  

  質疑なし と 認めま す。  

○議長（ 堤 豊君）  はい。 失礼し ま し た。  

  ５ 番、 芹澤孝君。  

○５ 番（ 芹澤 孝君）  いや、 ちょ っ と さ さ いなこ と なんですけど 、 こ こ 、 改正の中でね、 現

行のほう では、何々によ っ てっ て書いてあ る んだけど 、それが、何々よ り 書き 直さ れたのは、

すご い多いんだよ ね、 こ れによ っ てを 、 よ り に書換えたっ ていう 趣旨は、 ど う いう 趣旨があ

る んだ。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 窓口税務課長。  

○窓口税務課長（ 高橋昌子君）  こ れはですね、 あく ま でも 地方税法で、 こ ちら 改正に合わせ

て、 地方税法の改正に合わせて町の条例を 正し く 改正さ せていただいたも のですから 、 そこ

を 、 地方税法のほう では、 よ っ てでし たっ け。 から 、 今度は、 によ り に改正さ せていただい

たと いう こ と です。  

○議長（ 堤 豊君）  ５ 番、 芹澤孝君。  

○５ 番（ 芹澤  孝君)  も う １ 点、 説明資料のね、 ②のと こ ろ に各税率区分における 燃費基準

達成年度、 ３ 年間で段階的に引き 上げる っ てかね。 こ れは改正条文のほう は、 ど の部分に当

たる んでし ょ う かね。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 暫時休憩し ま す。  

 

休憩 午後 １ 時３ ６ 分 

再開 午後 １ 時４ ２ 分 

 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いてさ 、 再開し ま す。  

  ただいま ５ 番、 芹澤孝議員のほう から 、 今回の質問に対し て、 ６ 月のと き に、 回答し ても

ら えばと いう 、 申出があ り ま し たも んで、 そのよ う な形で、 それま でに調べておいて回答す

る よ う にお願いいたし ま す。  

  そのほか、 質問、 質疑、  

  はい、 ９ 番、 堤和夫君。  

○９ 番（ 堤 和夫君）  さ き ほど 、 グリ ーンと か、 ク リ ーンのが、 ま ぎわら し いわけですけど
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も 、 資料の専決承認第１ 号の資料の、 軽自動車関係の（ ２ ） のと こ ろ も 、 グリ ーン 化特例と

なっ てま すけど も 、 こ れも 、 ク リ ーン の間違いですよ ね。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 窓口税務課長。  

○窓口税務課長（ 高橋昌子君）  すいま せん。 こ の（ ２ ） のほう は、 グ リ ーン 化特例で間違い

ないです。  

○議長（ 堤 豊君）  よ ろ し いですか。  

  そのほか、 質疑、 いかがですか。  

  質疑はないですか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  質疑なし と 認めま す。  

  こ れで、 質疑を 終わり ま す。 こ れよ り 討論を 行いま す。 先に、 原案に反対者の発言を 許し

ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  次に、 原案に賛成者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  討論なし と 認めま す。  

  こ れで討論を 終わり ま す。  

  こ れによ り 本案を 採決し ま す。  

  承認第３ 号、 専決処分の承認を 認める こ と については、 原案のと おり 決定する こ と に賛成

の諸君は挙手願いま す。  

〔 賛成者挙手〕  

○議長（ 堤 豊君）  挙手多数でございま す。  

  よ っ て多数です。  

  よ っ て、 承認第３ 号は原案のと おり 可決さ れま し た。 失礼し ま し た。 承認第１ 号、 １ 号は

原案のと おり 可決さ れま し た。  

 

 

    ◎議案第２ ８ 号の上程、 説明、 質疑、 討論、 採決 

○議長（ 堤 豊君）  日程第10号、 議案第28号、 田子町有地内における 落石に伴う 損害賠償額

の決定についてを 議題と し ま す。  
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  議案の朗読は省略し て、 提案の理由の説明を 求めま す。  

  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  議案第28号は、 田子町有地内における 落石に伴う 損害賠償の額の決定

についてでご ざいま す。  

  詳細につき ま し ては担当課長よ り 説明を 申し 上げさ せていただき ま すが、 今現在、 皆様の

と こ ろに議案第28号の説明資料を おつけさ せていただいている かと 思いま す。 以前、 全協に

おき ま し て高橋敬治さ んのほう から 、 経緯について調べる よ う にと いう こ と で御指示がご ざ

いま し て、 調べさ せていただいたんですけど も 、 こ こ に至る 経緯については詳細がわかり ま

せんでし た。 ただ登記手続の事務に関し ては、 指示書がご ざいま し たので、 そちら につき ま

し ては雑駁ではご ざいま すが、 ３ ページ目マル秘資料と し て載せさ せていただいており ま す。

ただし こ の資料につき ま し ては個人名等が書いてございま すので、 あく ま でも 、 こ の議会の

中で収めていただければと いう ふう に思いま す。 よ ろ し く お願いいたし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  総務課長。  

○総務課長（ 白石洋巳君）  それでは、 議案第28号、 田子町有地内における 落石に伴う 損害賠

償の額の決定についてを 説明いたし ま す。 下記のと おり 損害賠償の額を 決定し よ う と する も

ので、地方自治法第96条第１ 項第13号の規定によ り 、議会の議決を 求める も のでご ざいま す。

賠償の理由と し ま し て、 令和５ 年３ 月27日に発生し た、 町用地から の落石によ り 、 個人住宅

が被災し ま し た。 当該地は、 個人から の寄附地であり 、 当時、 協議事項と し て、 土地利用者

から の賃借料及び土地寄附者から の寄附金については、 当該地が災害を 受けた際の費用と し

て使用する こ と と し ていたこ と から 、 今回の被災に当たり 、 相手方に生じ た損害を 賠償する

も のでございま す。 ２ 番と し ま し て賠償の金額。 金44万円。 賠償の相手方、 賀茂郡西伊豆町

田子2, 336番地の９ 、 森聡、 御手元に配付し てあり ま す議案第28号の資料を御覧く ださ い。 ま

ず１ ページは位置図と なり ま す。 発生場所は、 田子2, 336番地の９ 、 姥浦。 こ の土地は、 平成

19年度に、 個人から 町が寄附を 受けた土地であり 、 土地の形状と し ま すと 、 2, 336番地の１ 、

町有地の山林に囲ま れた青枠内の平地、 町有地箇所に住宅や倉庫が建っ ており 、 建物所有者

は、 町に賃貸料を 支払っ ており ま す。 今現在18件で、 年41万6, 300円でご ざいま す。  

  次に、 ２ ページ、 ２ ページは、 落石によ る 被災状況の写真でござ いま す。 被害の状況と し

ま すと 、 ２ 階ベラ ンダの手すり の曲がり 、 雨戸の脱落、 １ 階屋根軒先の綱板の破損、 窓１ 枚、

窓ガラ ス １ 枚の破損でご ざいま す。  

  次に３ ページを 御覧く ださ い。 ３ ページは先ほど 町長が説明し ま し た当該地土地寄附行為
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に関する 資料です。 当時の関係者の個人名が出ており ま すので、 こ こ だけのマル秘と し てく

ださ い。 議案書で説明し ま し た、 賠償の理由についての詳細が記載さ れており ま す。  

  次に、 ４ ページでご ざいま すが、 ４ ページは、 当該地に関する 平成20年度から 令和４ 年度

ま での歳入歳出差引簿で、 収入については、 土地の賃貸借料、 寄附金で、 合計額が934万6, 500

円。 支出については、 修繕費と し て、 崩土除去、 石積み修繕等で合計額、 310万520円で、 差

引き が、 差引額624万5, 980円と なっており 、 ３ ページの資料にも あり ま し たが、 土地利用者

から の賃貸料、 賃借料及び土地寄附者から の寄附金については、 当該地が災害を 受けた際の

費用と し て使用する こ と と し ていたこ と から 、 今回の被災に当たり 、 損害賠償に充てたいも

のでございま す。 最後の５ ページでご ざいま すが、 損害、 損害賠償の金額、 44万円の内訳と

なり ま す。 以上簡単ですが、 説明を終わり ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  提案理由の説明が終わり ま し た。  

  こ れよ り 本案に対する 質疑を 行いま す。  

  質疑は全般にわたり 、 ページを 指し て質疑し てく ださ い。  

  質疑はあり ま せんか。  

  10番、 増山君。 はい、 勇君。  

○10番（ 増山 勇君）  ちょ っと お尋ねする んですけど も 、 こ の資料の中に、 個人から の賃貸

料や寄附金を 基金を つく っ て云々って書いてあり ま すけど 、 こ の基金っ てのは実際ある のか

ど う かっ ての。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 総務課長。 失礼し ま し た。  

  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  はい。 調べていく 上で基金と いう も のは存在を し ており ま せん。 です

ので今後、 こ う いっ た経緯がある んであれば、 し っ かり と 今後は対応する 必要があ る だろ う

と いう こ と で、 今内部で協議を さ せていただいており ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 ６ 番、 高橋敬治君。  

○６ 番（ 高橋敬治君）  私も その辺が疑問に思っ たんですけど も 、 今、 総務課長がね、 歳入、

歳出、 さ 、 差引簿っ て言いま し たかね。 こ れでやっ てる 、 やっ てる にも かかわら ず、 一般会

計上こ れはど う なっ てんのかなと 。 いう のが非常に不透明なんですよ ね。 それが今の回答で

すか。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  はい、 こ の歳入歳出差引簿につき ま し てはこ の案件が出て、 皆さ んか
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ら 、 ど う いう 状況だったのかと いう こ と を 調べなさ いと いう こ と がご ざいま し たので、 調べ

さ せていただいた結果、 基金を つく る と 書いてある なと 。 ただ基金はないと いう 状況で、 こ

の土地を 寄附し ていただいたと き から 、 賃料と し ては幾ら 町が入っ ている のか、 そし てこ の

周辺の災害も し く はいろ いろな案件で、 西伊豆町と し てはど のぐ ら い出費し てる のかと いう

も のを 一応明確にする ためにこ う いっ たも のを つく る 必要がある と いう こ と で今回つく ら せ

たも のでご ざいま す。ですので、こ の案件が出る ま でこ の帳簿自体はそも そも ござ いま せん。

ですので一般会計の予備費や、 建設課など の工事ですね、 そう いっ たも ので、 も し く は災害

対応のお金で、 対応し ていたと いう こ と でご ざいま す。 ただ今回、 こ れを つく っ たこ と によ

っ て、 明確になり ま し たので、 今後はこ う いっ たも のがし っ かり と 残る よ う に、 わかり やす

い管理を し ていく 必要が当然あろ う かと いう ふう に思っ ており ま すので、 今、 部内で検討し

ている と いう こ と でござ いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ６ 番、 高橋敬治君。  

○６ 番（ 高橋敬治君）  結局ね、 今回何でこ れが出てき たかっ ていう こ と を 考えればですね、

こ れ損害賠償が発生し たんで、 出さ ざ る を 得なかっ たと 。 いう よ う にも と れる わけですよ 。

例えば４ ページのね、 資料を 見る と 、 賃借料が入る 、 それから 、 いろ んなも のを 撤去費用、

こ れ個人のと こ ろ に、 それなり の損害を 与えている よ う な内容には身受けら れない。 と こ ろ

が今回は個人の住宅に対し て被害を与えた、 だから それの処理を ど う する かっ ていう と こ ろ

で出てき たと 思う んですよ ね。 ですから 非常に今ま で我々には隠れていた。 さ っ き の説明か

ら し ても ですね、 賃借料が入っ てる のに、 ど こ にど う なっ てる かわから ない、 それから お金

払っ てる けど 、 一般会計のど の部分から 入っ てる かわから ない、 こ う いう 説明が今ま でなか

っ た。 と いう 理解ですか。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  支出部分につき ま し ては区から の要望と か、 当然、 も う ど う し ても 町

有地内に、 倒壊する 危険のある 家屋と いう も のがあっ たと き に、 撤去する と き に、 一般会計

のほう から 、 周辺住民に被害を 及ぼさ ないよ う にと 、 あく ま でも その町有地の中でございま

すので、 対応さ せていただいた部分はあろう かと いう ふう には思っ ており ま す。 ですのでそ

の、わけのわから ず出費を さ れたと いう こ と ではなく て、事前に災害やそう いった被害から 、

周辺の町民を 守る ために出費を し ていたと 。 いう も のでご ざいま す。 ただ今回こ の案件がご

ざいま すので、 実際こ の土地に関連し て、 ど う いっ た処理が行われていたのかと いう こ と は

一度明確にする 必要がご ざいま すので、 全て調べを さ せていただいてこ う いっ た表をつく ら
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せていただいたと いう も のでご ざいま す。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 ９ 番、 堤和夫君。  

○９ 番（ 堤 和夫君）  そう する と 町長３ ページにね、 当時、 個人から の賃借料や寄附金を 基

金を つく っ て、 寄附地が災害を 受けたと き の、 修繕費に使用する 仕組みづく り を と いう こ う

いう よ う なこ と が書いてある んですけど 、 こ う いう 方向にいく と いう こ と でよ ろし いんでし

ょ う か。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  当然こ れはですねその当時の書き と めたも のを こ こ に明文化し ておる

も のでございま すので、 本当にこ う いっ たも のが、 １ 番最後の決裁ま でいっ てる かと いう こ

と はわかり ま せん。 ですので、 平成20年の頃に議員だっ た方も こ の中にいら っ し ゃ る かと 思

いま すが、 こ のよ う な案件が全協に出てき たと いう 記憶が私にはご ざいま せん。 ただこ う い

っ たも のが出てき た限り は、 その当時、 こ う いう 話合いがさ れたであろう と いう こ と を 、 慎

重に受け止めてつく る 必要がある かなと いう こ と で今部内で検討し ている と いう も のでご ざ

いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  質疑あり ま せんか。  

  はい、 ３ 番、 仲田慶枝君。  

○３ 番（ 仲田慶枝君）  ４ ページのと こ ろ でござ いま すが、 こ の合計のと こ ろ の624万5, 000な

にがし と いう のは、 こ れは拾っ た結果出てき たと いう こ と で、 拾っ た結果、 出てき た数字と

いう こ と で、 こ れが簿外にこ れが存在し てる っ てこ と ではないんですよ ね。 今、 一緒になっ

ちゃ っ ている と いう こ と ですよ ね。 ほかのも のと 全部一緒になっ ている と いう こ と でたま た

ま 拾っ てみたら こ う いう こ と で、 こ のよ う なと こ ろは、 寄附さ れたと こ ろ で、 こ う やっ て出

すべき と こ ろ はほかには幾つか存在する んでし ょ う か。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  基本的にこ う いっ た基金と いう も のはほかに存在を し ており ま せんの

で、 ないと 思いま す。 私が就任し て以降は寄附し た、 し ていただいたと いう のはご ざいま せ

んので、 そう いっ たも のはございま せんが、 以前そう いっ たも のがあっ たかと いう ふう に言

われる と それはわかり ま せん。 ただ、 こ う いう 寄附と し ても ら っ ている と いう 記述は多分ご

ざいま せんので、 そう いっ た基金と いう も のも 当然なかろ う と いう ふう に思いま す。 ただ今

後、 国のほう が、 管理費の10年分を払えば、 国の土地と し て受ける と いう よ う なこ と が法律

で決ま っ ている と いう ふう に聞いており ま すので、 国のほう についてはそう いっ たも のが今
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後出てく る 可能性はござ いま すが、 町と し ては、 有益な土地、 今後使用する こ と が可能であ

る と 判断出来ない土地について、 寄附を する と いう こ と は多分なかろ う と いう ふう に思いま

す。  

○議長（ 堤 豊君）  ３ 番、 仲田慶枝君。  

○３ 番（ 仲田慶枝君）  確認さ せていただき たいのですが、 寄附し ていただいた土地で、 賃借

料を いただいている と こ ろはほかにはないと いう こ と でよ ろし いですか。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  以前にこ こ のほかにも 土地を 寄附さ れている と いう こ と について私も

承知し ている 部分がござ いま す。 ただそこ が、 賃借料を も ら っ ている のかと いう ふう に今聞

かれる と 、 ちょ っ と そこ はま だ私は定かではないので、 も ら っ ていま すと いう お答えは出来

ま せんが、 ほと んど が山林ではないかと いう ふう に思いま す。 ただ真ん中には借地をし てい

る 部分がある かも し れま せんので、 申し 訳ご ざいま せんが、 今そこ については明確にお答え

する こ と は出来ま せん。  

○議長（ 堤 豊君）  はい、 町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  はい、 すいま せん他の寄附地でも やはり 、 住宅の土地があ る と いう こ

と でございま すので、 何かし ら の、 賃借料はいただいてる かと いう ふう に思いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ほかにござ いま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君） はい。 質疑なし と 認めま す。  

  こ れで質疑を 終わり ま す。  

  こ れよ り 、 討論を 行いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  先に、 原案に反対者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  次に、 原案に賛成者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  討論なし と 認めま す。  

  こ れで討論を 終わり ま す。  

  こ れよ り 、 本案を 採決し ま す。 議案第28号田子町有地内における 落石に伴う 損害賠償の額

の決定については、 原案のと おり 決定する こ と に賛成者の諸君は挙手願いま す。  

〔 賛成者挙手〕  
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○議長（ 堤 豊君）  はい。 挙手全員、 挙手全員で、  

  よ っ て、 原案、 議案第28号は原案のと おり 、 可決さ れま し た。  

  暫時、 休憩し ま す。  

 

休憩 午後 ２ 時 １ 分 

再開 午後 ２ 時 ６ 分 

 

 

    ◎議案第２ ９ 号の上程、 説明、 質疑、 討論、 採決 

○議長（ 堤 豊君）  休憩を 解いて再開し ま す。  

  日程第11、 議案第29号、 令和５ 年度西伊豆町一般会計補正予算( 第１ 号) を 議題と し ま す。 

  議案の朗読は省略し て、 提案理由の説明を求めま す。  

  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  議案第29号は、 令和５ 年度西伊豆町一般会計補正予算（ 第１ 号） でご 

  ざいま す。  

  詳細につき ま し ては担当課長が説明申し 上げま す。  

  よ ろ し く 御審議のほど お願い申し 上げま す。  

○議長（ 堤 豊君）  総務課長。  

○総務課長（ 白石洋巳君）  それでは、 議案第29号、令和５ 年度西伊豆町一般会計補正予算（ 第

１ 号） について御説明いたし ま す。  

  今回の補正は、 歳入、 歳出総額にそれぞれ4, 940万5, 000円を 追加し 、 それぞれの金額を 72

億6, 340万5, 000円と し たいも のでござ いま す。  

  ２ ページを お願いし ま す。 第１ 表歳入歳出予算補正、 歳入です。 款、 項、 補正額の順に朗

読し ま す。 14款、 国庫支出金、 178万6, 000円。 １ 項、 国庫負担金、 3, 270万2, 000円。 ２ 項、

国庫補助金、 3, 091万6, 000円の減。 18款、 繰入金、 １ 項繰入金と も に、 4, 761万9, 000円。 歳

入合計に4, 940万5, 000円を 追加し 、 72億6, 340万5, 000円と し たいも のでご ざいま す。 次に歳

出です。 款、 項、 補正額の順に朗読し ま す。 ２ 款、 総務費、 １ 項、 総務管理費、 と も に44万

円。 ４ 款、 衛生費、 １ 項保健衛生費、 と も に4, 490万円。 ６ 款、 商工費、 １ 項、 商工費と も に

550万円の減。 ９ 款、 教育費、 956万5, 000円。 １ 項、 教育総務費、 51万円。 ６ 項、 保健体育費、

905万5, 000円。 歳入合計に4, 940万5, 000円を 追加し 、 72億6, 340万5, 000円と し たいも のでご
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ざいま す。  

  ３ ページを お願いし ま す。 歳入歳出補正予算事項別明細書、 １ 総括、 歳入です。 こ れにつ

き ま し ては先ほど 説明いたし ま し た第１ 表歳入歳出補正予算の歳入と 同様ですので、 省略さ

せていただき ま す。 次に歳出です。 こ れにつき ま し ても 、 第１ 表と 同様ですが、 補正額の財

源内訳につき ま し ては、 記載のと おり でござ いま す。  

  ４ ページを お願いし ま す。 ２ 、歳入です。14款１ 項２ 目、 衛生費国庫負担金、3, 270万2, 000

円。 こ れは、 令和５ 年度の新型コ ロ ナウ イ ルス ワ ク チン接種対策費負担金で、 予防接種委託

料や医師等報酬へ充当する も のです。 14款２ 項１ 目、 総務費国庫補助金、 4, 311万4, 000円の

減。 地方創生推進交付金を 予定し ていま し たが、 不採択であっ たため減額を する も のでご ざ

いま す。 ３ 目、 衛生費国庫補助金、 1, 219万8, 000円。 令和５ 年度の新型コ ロ ナウ イ ルス ワ ク

チン 接種体制確保事業補助金で、 職員の時間外手当、 会計年度任用職員報酬、 接種券作成業

務委託等の事務費へ充当する も のです。18款１ 項１ 目、財政調整基金繰入金2, 616万9, 000円、

財源不足調整分と し て基金よ り 繰入れを 行いま す。５ 目、ふる さ と 応援基金繰入金2, 145万円。

地方創生推進交付金不採択及び給食運搬車購入に伴い不足する 財源を ふる さ と 応援基金よ り

繰入れを 行いま す。  

  ５ ページを お願いし ま す。 歳出です。 主なも のについて説明さ せていただき ま す。 ２ 款１

項15目、 付帯施設管理費、 44万円。 こ れは、 議案第28号で上程し ま し た、 田子町有地内にお

ける 落石に伴う 損害賠償建物の修繕費と なり ま す。 16目、 ま ちひと し ごと 創生事業、 ０ 円。

地方創生推進交付金を予定し ていま し たが、 不採択に伴う 財源更正と なり ま す。 国県支出金

1, 011万5, 000円の減は、 地方創生推進交付金の減額。 その他財源の1, 245万円は、 ふる さ と 応

援基金から の繰入金と なり 、 一般財源を 233万5, 000円減額を し ていま す。 ４ 款１ 項２ 目、 予

防費4, 490万円は、 新型コ ロ ナウ イ ルス ワ ク チン 接種に伴う 関連経費と なり 全額国庫支出金の

充当と なり ま す。  

  ６ ページを お願いし ま す。 ６ 款１ 項３ 目観光費、 550万円の減。 恋人の聖地、 広域市町村

デジタ ル連携共同事業は、 他市町と 共同で申請する 負担金事業であり ま し たが、 地方創生推

進交付金が不採択と なっ たため事業を 取り 下げる も のです。 ま た、 財源構成は、 ま ちひと し

ごと 創生事業と 同様に、 地方創生推進交付金不採択によ る も のです。 ９ 款１ 項４ 目、 文教施

設整備委員会費51万円のう ち、 ７ 節、 報償費30万円。 認定こ ど も 園に関する ワ ーク ショ ッ プ

のフ ァ シリ テータ ー謝礼。 10節需用費21万円、 ワ ーク ショ ッ プに伴う ホワ イ ト ボード 等の消

耗品代と なり ま す。 ９ 款６ 項３ 目、 田子給食セン タ ー費、 905万5, 000円。 令和６ 年４ 月に、
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田子給食セン タ ーに庁内の給食センタ ー統合を 予定し ており 、 現在の仁科方面への配送に加

えて賀茂方面への配送も 必要と なる ため、 新規で給食運搬車を 購入する ための経費を計上し

たいも のでご ざいま す。 簡単ですが以上で説明を 終わり ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  提案理由の説明が終わり ま し た。  

  こ れよ り 本案に対する 質疑を 行いま す。  

  質疑は全般にわたり 、 ページを 指し て質疑し てく ださ い。  

  質疑あり ま せんか。  

  １ 番、 松田貴宏君。 はい。  

○１ 番（ 松田貴宏君）  ６ ページの教育費、 ワ ーク ショ ッ プについて、 予算が上がっ てき たん

ですけど ワ ーク ショ ッ プど う いう 感じ で進める か、 わかっ てる と こ ろ を 教えてく ださ い。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長（ 朝倉通彰君）  はい、今松田議員から 質問があっ た件でございま すが、

６ 月から ですねこ の５ 月の15日の回覧で、 町民の方に募集を かけてですね、 応募を 募っ てい

き たいと いう ふう に考えており ま す。 で、 そこ から 月１ 回のペース でですね、 進めていき た

いなと いう こ と で考えており ま す。 以上です。  

○議長（ 堤 豊君）  １ 番、 松田貴宏君。  

○１ 番（ 松田貴宏君）  それで、 フ ァ シリ テータ ーはど のよ う な方を お願いする 予定でし ょ う

か。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長（ 朝倉通彰君）  はい、 今ですね県の教育委員会のほう から も ですね、

紹介を いただき ま し て、 今、 静岡大学の教育学部の准教授の方で島田桂吾さ んと いう 方がい

ら っ し ゃいま す。その方に依頼し たいと 考えており ま す。参考でございま すが先生はですね、

牧之原市のですね、 教育の在り 方検討会の会長など も 務めており ま すので、 適任だろう と い

う こ と で依頼し たいと いう ふう に考えており ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  他にございま せんか。  

 10番、 増山勇君。  

○10番（ 増山 勇君）  すいま せん、 今の件なんですけど も 、 ワ ーク ショ ッ プの期限っ ていう

か、 ど う いう ス ケ ジュ ールでやる のかっ ていう のが一つ。 ２ 点目はですね、 同じ ページの恋

人の聖地、 こ れ、 採択になっ たっ ていう 説明なんですけど も 、 具体的にはど う いう 、 こ と を

やろ う と し てたんですか。 その点を二つ聞き ま す。  
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○議長（ 堤 豊君）  はい、 教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長（ 朝倉通彰君）  １ 点目のフ ァ シリ ティ ーていショ ン ワ ーク ショ ッ プの

ス ケ ジュ ールと いう こ と でございま すが、 ま ずは全く フ ラ ッ ト な状態から 進めていき たいと

いう ふう に考えていま す。最終的にも し 、建設する こ と が必要であろ う と いう こ と になれば、

当然、 候補地の選定と かですねそう いっ たと こ ろ ま で進めていければいいかなと 思いま すが、

ま ずは、 白紙の状態から 、 皆さ んの御意見を 伺いたいと いう ふう に考えていま す。  

○議長（ 堤 豊君）  10番、 増山勇君。 失礼。  

  はい。 ま ちづく り 課長。  

○ま ちづく り 課長（ 長島 司君）  はい、 恋人の聖地のデジタ ル連携共同事業負担金でござい

ま すけれど も 、 恋人の聖地自体はですね、 全国の市町村の民間で約200団体がですねデジタ ル

基盤を 活用し た連携によ り ま し て、 人材であ る と か産業自然環境等に、 地域資源を 生かし な

がら 、 首都圏から ですね各地域への持続的な人と 資金の流れを 強化する ために実施する も の

と いう こ と で実施し たいも ので、 し たかっ たも のでご ざいま す。 具体的には、 デジタ ルプラ

ッ ト フ ォ ーム 、 ホ ームページ上にですね、 そう いっ たも のを つく り ま し てその経費と し て今

回計上し たわけでご ざいま すけれど も 、 こ の事業自体はそのほかにも 、 例えば、 夕陽のま ち

づく り 推進事業である と か、 観光誘客事業それら あたり も セッ ト にし て申請を 行っ たわけで

すけれど も 、 こ の市町村デジタ ル連携協働事業だけが採択を さ れたも のでご ざいま す。 ただ

こ れだけを ですね採択を 受けたと し ても 、 交付金の目的が達成出来ないだろう と いう こ と で、

恋人の聖地観光協会、 市町村会事務局、 具体的にはＮ Ｐ Ｏ 法人、 地域活性化支援センタ ーと

ですね、 参加し ている 17の市町が、 共同で協議を いたし ま し て、 こ の事業を 取り 下げる と い

う こ と で今回、 減額をさ せていただく も のでございま す。  

○議長（ 堤 豊君）  他にございま せんか。  

  10番、 増山勇君。  

○10番（ 増山 勇君）  続けてお聞き し ま すけど 、 ワ ーク ショ ッ プのですね、 要する にこ ど も

園を 中心にし てあ る のか、 ある いは小中一貫校を 念頭にし てやる のか、 その辺は現在はど の

よ う に考えてら っ し ゃいま すか。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  先ほど 局長が答弁さ せていただいたよ う に、 ま ずは真っ白の状態です

から 、 幼と か小中一貫校と かと いう こ と を う ちのほう から 申し 上げる 必要はないかと いう ふ

う に思いま す。 ま たそれを 申し 上げま すと 一般質問にも 答弁し ま し たけれど も 、 町のほう に
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誘導し ている と いう こ と を 言われても 困り ま す。 ただ、 認定こ ど も 園２ 園については、 浸水

想定区域内にある と いう こ と は事実でございま すので、 ま ず小さ い子の安全の確保を最優先

にお願いを し たいと いう こ と だけは申し 上げていき たいと いう ふう に思いま すけれど も 、 今、

私のほう から こ れこ れこ う いう 方法で、 フ ァ シリ ティ ーショ ン の方向性を 作っ てく ださ いと

いう よ う なこ と を 言う べき ではないと いう ふう に思いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  10番、 増山勇君。  

○10番（ 増山 勇君）  要する にね、 いつま でやる のかっ てス ケジュ ールはど う いう ふう にな

っ てる んですか。  

○議長（ 山田厚司君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  二、 三回で結論が出る んであればそれはそれでよ ろし いのかも し れま

せんけれど も 、 ずっ と 議論が煮詰ま ら ずに長引く と いう こ と であれば、 毎回、 私たちは開催

を し て、 ある 程度意見の一致が見ら れる ま でやり 続ける 必要があろ う かと いう ふう に思いま

す。 途中で切上げま すと 当然、 住民の声を 聞かないと いう おし かり を 受けま すので、 その辺

には細心の注意を 払って行っ ていき たいと いう ふう に思いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  10番、 増山君。  

  失礼。 ９ 番、 堤和夫君。  

○９ 番（ 堤 和夫君）  今のフ ァ シリ テータ ーの下のと こ ろの、 10節、 需用費の消耗品で、 総

務課長、 ホワ イ ト ボード と いう こ と なんですけど も 、 ホワ イ ト ボード に11万円っ てのは、 ち

ょ っ と 高額だなあ と 思う んですけど も 、 こ れは一つの学校ですか。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  私のほう で回答さ せていただき ま すが、 ワ ーク ショ ッ

プ、 人数30人程度で見込んでおり ま す。 通常ワ ーク ショ ッ プと なり ま すと 、 班を つく っ て議

論を さ せていただく と 、 １ チーム 五～六人と いう こ と で、 今回でいき ま すと ５ 班か６ 班かと

いう と こ ろ になろ う かと 思いま すが、 今、 教育委員会１ 台ホワ イ ト ボード がございま す。 一

応会場を 基本的に中央公民館の多目的ホールで開いた場合と いう こ と を 想定し ており ま し て、

残り の４ 台分をですね、 買わせていただき たいと いう こ と でご ざいま す。 ホワ イ ト ボード １

台２ 万から ２ 万ちょ い強を し ま すので、 それに伴っ た消耗品等も ご ざいま し て計上さ せてい

ただいたも のでご ざいま す。  

○議長（ 堤 豊君）  他に、 ７ 番、 山田厚司君。  

○７ 番（ 山田厚司君）  今のワ ーク ショ ッ プの話なんです。 ホ ワ イ ト ボード です。 ホワ イ ト ボ
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ード の話はわかっ たんですけど 、会場の話ですよ ね。大丈夫。防災センタ ーの３ 階を 想定し 、

そう いう こ と はないですか。 場所を想定し てる っ てこ と も それも ないわけですよ ね。 今のと

こ ろ 、 例えば場所を 限定し て、 ど こ ど こ でやる よ っ ていう ふう なこ と で限定し ちゃ う と 、 ホ

ワ イ ト ボード が幾つ足ら ない何が足ら ないと いう ふう なこ と になる と 、 ある 程度、 場所がこ

こ でし かやれないよ っていう ふう なこ と になっ てし ま いま すんで、 ある 程度場所を 、 仁科地

区、 だから 賀茂地区、 安良里地区と か、 そう いっ たこ と で考えてる っ ていう ふう に思っ てて

いいんでし ょ う かその辺ど う でし ょ う か。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

〇教育委員会事務局長（ 朝倉通彰君）  毎回ですね、 会場を 動き ま すと 、 備品等を 全部持っ て

いかなき ゃなら ないと かっ ていう こ と も ござ いま し て今の現状ですと 、 駐車場の確保と かで

すね、 そう いったこ と も 踏ま えてですね中央公民館の３ 階の多目的ホールを 開催し たいと い

う ふう に考えており ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  他にございま せんか。  

  ６ 番、 高橋敬治君。  

○６ 番（ 高橋敬治君）  ６ ページのね、 教育費の田子給食セン タ ーの件ですけど 、 給食運搬車

が補正で出てき たっ てこ と は、 こ の給食セン タ ーの改修のス ケジュ ール間が出たのかなあと

思いま すんで、 それをちょ っ と お聞かせ願いたいと 思いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  今回の自動車の購入の関係につき ま し てはですね、 当

初予算時ま でにですね、 運搬方法について、 最終決定ま で至ら 至っ ていなかっ たと いう こ と

で今回補正計上さ せていただいたと 、 いう こ と でございま す。 で、 田子給食センタ ーでつく

っ たも のを 、 仁科地区と 宇久須方面に搬送し ていく と 、 ２ 台を ２ 台体制では搬送し ていく と

いう こ と でご ざいま し て、 １ 台増設を さ せていただき たいと いう こ と でご ざいま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ６ 番、 高橋敬治君。  

○６ 番（ 高橋敬治君）  いや、 だから 私が聞き たいのは、 車を 買う んだけど も 、 じ ゃあ、 田子

給食センタ ーが、 そう いう 配送、 改修し て配送でき る のは、 いつ頃を 目途にし てま すかっ て

こ と を 聞き たかっ たんです。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  令和６ 年の４ 月から ですね、 そう いっ た運用を し てい

き たいと いう ふう に考えており ま す。  
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○議長（ 堤 豊君）  ６ 番、 高橋敬治君。  

○６ 番（ 高橋敬治君）  令和６ 年度、 運用っていう こ と を 考える と 相当早い、 前倒し の予算措

置かなあと いう ふう に思う んですよ ね。 私は内容がわかんないも んで、 こ れを 早く 、 今の補

正予算で出てく る っ てこ と はですね、 恐ら く 田子の改修を 急いで、 不要になっ てく る 賀茂の

給食センタ ーだと かね、 こ の辺の整理を 今年度中に逆に進める と 、 そう いう こ と によ っ て賀

茂、 田子小の統合、 ある いは、 西伊豆中学のいろ んな改修ですね、 こ れに着手でき る んじ ゃ

ないかなと 思ってたんですけど も そう じ ゃないんですか。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  給食車がですね、 オプショ ン 発注と いう こ と になり ま

すので発注から 納車ま でに時間が非常にかかる と いう こ と でご ざいま し て早期の対応を と ら

せていただき たいと いう も のでご ざいま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ほかにござ いま せんか。  

  ５ 番、 芹澤孝君。  

○５ 番（ 芹澤 孝君）  ６ ページのワ ーク ショ ッ プの話なんですけど 、 こ れ、 人選はど のよ う

な方針で、 人選する のかっ てこ と と 、 その人選の状況、 進め具合、 ど のよ う な状況かっ てい

う こ と 。 それと その前のページの田子障害物44万円の附帯修繕費が出てたけど 、 こ れの内容

がわかり ま し た。  

○議長（ 堤 豊君）  いいですか。 はい、 教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  芹澤議員の１ 番最初の質問ですが、 ワ ーク ショ ッ プの

人選方法と いう こ と でご ざいま すが、 人数的には30人程度、 想定し ていま す。 で、 一般枠と

保護者枠と いった形で広く ですね町民の方から 参加者を 募っ ていき たいと 思っ ており ま す。

募集方法につき ま し ては、 回覧と か町のホームページを 通じ て募集を さ せていただき たいと

いう ふう に考えており ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  はい。 総務課長。  

○総務課長（ 白石洋巳君）  と も う １ 点、 ５ ページの２ 款１ 項15目の付帯施設管理費の44万円

と こ れ何ですかっ て話ですけど も 、 先ほど の議案28号の、 お手元に配付し ま し た資料の、 ５

ページを 御覧になっ ても ら えば、 田子の町有地の賠償の関係の金額の44万円で、 内訳と し ま

すと こ こ に書いてある と おり でガラ ス と か木製雨戸の新設と かいろ いろ書いてあり ま すけど

も こ れで合計が44万円で、 こ の附帯施設等の修繕費っ ていう 格好で出さ せていただく と いう

こ と でのこ と でご ざいま す。  
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○議長（ 堤 豊君）  ５ 番、 芹澤孝君。 マイ ク を 近づけてお願いし ま す。  

○５ 番（ 芹澤 孝君）  44万円ちょ っ と 勘違いし ていま し て、 すいま せんでし たね。 申し 訳な

い。 それで人選のね。 進め方っ て今ど の程度ま で行っ てる のか。 ど んど んも う 前進する 方向

で進んでいる のか、 ど う 、 ど う なんですか。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  先ほど ですね松田議員の質問の中でも １ 回一応回答さ

せていただいたと 思いま すが、 今月の中、 ５ 日の回覧に募集の回覧を さ せていただき たいと

思っ ており ま す。 で、 人選と いう のはこ ちら が選ぶわけじ ゃなく て、 応募型でき ま すので、

こ ちら から 、 駄目だよ そう と いう こ と はなく 、 広く 、 １ 度は募集を 受ける と いう こ と で考え

ており ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ほかにござ いま せんか。  

  ３ 番、 仲田慶枝君。  

○３ 番（ 仲田慶枝君）  はい。 国庫支出金のと こ ろで、 地方創生推進交付金の不採択によ り 減

額になっ ていて、 そし て、 それと 恐ら く 関連し ている と 思われま すが６ ページの商工費のと

こ ろ で、 と こ ろですね、 真ん中一般財源から 2, 749万9, 000こ の辺が恐ら く 関連し ている かと

思う のですが、 先ほど のご説明で恋人の聖地のこ と はも う 諦めたと いう かやめる と いう こ と

ですが、 ほか、 一般財源に振り 向ける こ と にし たも の、 地方創生推進交付金が不採択になっ

たも のを 少し 細かく 教えていただければと 思いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ま ちづく り 課長。  

○ま ちづく り 課長（ 長島 司君）  はい、 ま ずですね当初予算の段階のと き に皆さ んに、 こ の

表を お配り し たかと 思いま す。 地方創生推進交付金の４ 事業っ ていう も のがある かと 思いま

すけれど も 、 今回、 採択と なっ たのがこ の１ 番と ２ 番の事業になり ま す。 明細につき ま し て

は、 こ ちら のほう を 後でご確認いただき たいと 思う んですけれど も 、 例えば、 15ページの16

目ま ちひと し ごと 創生事業におき ま し ては、 産業振興拠点プロ モーショ ン 事業、 それから 食

糧費、 イ ベン ト 施設、 イ ベント 施設設備の使用料、 こ の３ 項目が今回採択を 受け受ける こ と

が出来ま せんでし た。 次の６ ページでございま すけれど も 、 こ ちら につき ま し ては、 ロ ケツ

ーリ ズム、 事業委託、 それから 宣伝、 広告料、 誘客事業委託、 夕陽のま ちづく り 推進事業委

託等、 ７ 項目についてが採択を 受ける こ と が出来ま せんでし た。 先ほど 、 一つだけで、 デジ

タ ル連携共同事業負担金については、 採択を 受けたんですけれど も 、 ほかの事業が駄目だと

いう こ と の中で、 こ れだけやっ ても 、 Ｋ Ｐ Ｉ と いう か、 目的が達成出来ないので、 こ ちら に
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ついては取り 下げる と いう 形を と ったと いう こ と でご ざいま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ３ 番、 仲田慶枝君。  

○３ 番（ 仲田慶枝君）  はい。 じ ゃ、 ごめんなさ いも う 一度お願いし たいですけど 、 一般財源

に振り 分けて、 残し たも のを も う １ 回教えていただいていいですか。  

○議長（ 堤 豊君）  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  詳細についてはま た後ほど 担当課に行っ て聞いていただければと 思い

ま すけれど も 、 残し たも のと いう のは、 も と も と が、 こ の推進交付金など を 使わずにも 、 こ

の名前に行っ ていた事業を 、 こ の推進交付金を う ま く 使わせていただいて、 国から お金を い

ただき 、 事業を存続さ せていたと いう も のでございま すので、 本来こ の交付金がなければ単

費でやっ ていた事業を、 も と も と の単費に戻し たと いう も のでございま す。 新たに西伊豆町

と し て増えたと いう こ と はございま せん。 ただあの、 ロ ケについては、 増やし ており ま すけ

れど も 、 こ れは西伊豆町を Ｐ Ｒ する 上で、 必要でございま すので、 推進交付金がなく ても 、

やる べき 事業と いう こ と で、 一般財源のほう から 繰入れを し てやっ ている と いう も のでご ざ

いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ほかにござ いま せんか。  

  はい、 ５ 番、 芹澤孝君。  

○５ 番（ 芹澤 孝君）  ワ ーク ショ ッ プの話なんだけど 、 募集で人選、 集める って言っ てる け

ど 、 も し こ れ、 募集でね、 30人で５ グ ループ作る っ て言っ てる んだけど その、 集ま ら なかっ

たら 、 定員30人集ま ら なかっ た場合についてはど のよ う に考えてる んでし ょ う か。  

○議長（ 堤 豊君）  教育委員会事務局長。  

○教育委員会事務局長( 朝倉通彰君）  何人程度不足し ている かにも よ り ま すけど も 、 一般の

方と 、 保護者の方で偏り があっ た場合は、 若干、 人数調整を する と いう こ と も 必要なのかな

と いう ふう に考えており ま す。 実際、 ど れぐ ら い来てく れる かと いう こ と が、 今のと こ ろ 全

く わから ない状態ですので、 状況を見ながら ですねちょ っ と 判断さ せていただければなと 思

いま す。  

○議長（ 堤 豊君）  ほかにござ いま せんか。  

  ほかにございま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  質疑なし と 認めま す。  

  こ れで質疑を 終わり ま す。  
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  こ れよ り 、 討論を 行いま す。 先に、 原案に反対者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  次に、 原案に賛成者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  討論なし と 認めま す。 こ れで討論を 終わり ま す。  

  こ れよ り 、 本案を 採決し ま す。  

  議案第29号、 令和５ 年度西伊豆町一般会計補正予算（ 第１ 号） は、 原案のと おり 決定する

こ と に賛成の諸君は挙手を 願いま す。  

〔 賛成者挙手〕  

○議長（ 堤 豊君）  はい。 挙手全員です。  

  よ っ て、 議案第29号は原案のと おり 可決さ れま し た。  

 

 

    ◎諮問第１ 号の上程、 説明、 質疑、 討論、 採決 

○議長（ 堤 豊君）  日程第12、 諮問第１ 号人権擁護委員候補者の推薦について、 議題と し ま

す。  

  提案理由の説明を 求めま す。  

  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  諮問第１ 号は人権擁護委員候補者の推薦についてでご ざいま す。  

  候補者の推薦につき ま し ては、 長島田鶴子氏が、 令和５ 年９ 月30日を も ちま し て任期満了

のため、 同氏を再びお願いを し たいと いう も のでございま す。 履歴につき ま し ては別紙添付

を さ せていただいており ま すので、 ご 覧の上、 ご 審議のほど よ ろし く お願いいたし ま す。  

○議長（ 堤 豊君）  提案理由の説明が終わり ま し た。  

  こ れよ り 本案に対する 質疑を 行いま す。  

  質疑はあり ま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  質疑なし と 認めま す。  

  こ れで質疑を 終わり ま す。  

  こ れよ り 討論を 行いま す。  

  先に、 原案に反対者の発言を 許し ま す。  
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〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  次に、 原案に再生者、 賛成者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  討論なし と 認めま す。  

  こ れで討論を 終わり ま す。  

  こ れよ り 、 本案を 採決し ま す。  

  諮問第１ 号人権擁護委員候補者の推薦については、 委員の候補者と し て適任と 、 適任であ

る と 認める こ と に賛成者の諸君は挙手を 願いま す。  

〔 賛成者挙手〕  

○議長（ 堤 豊君）  挙手全員であり ま す。  

  よ っ て諮問第１ 号は適任と 認める こ と に決定し ま し た。  

 

 

    ◎同意第１ 号の上程、 説明、 質疑、 討論、 採決 

○議長（ 堤 豊君）  日程第13、 同意第14号、 西伊豆町監査委員の選任について、 を 議題と し

ま す。  

  本案は、 地方自治法第117条の規定によ り 、 山田厚司君の退場を 求めま す。  

〔 山田厚司君 退場〕  

○議長（ 堤 豊君）  提案理由の説明を 求めま す。  

  町長。  

○町長（ 星野淨晋君）  同意第14号は西伊豆町監査委員の選任についてでございま す。  

  議会から 推薦のあり ま し た山田厚司議員を西伊豆町監査委員に選任を し たいので、 議会の

同意を 求める も のでござ いま す。  

  よ ろ し く ご審議のほど お願い申し 上げま す。  

○議長（ 堤 豊君）  提案理由の説明が終わり ま し た。  

  こ れよ り 本案に対する 質疑を 行いま す。  

  質疑はあり ま せんか。  

  ほかにございま せんか。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  質疑なし と 認めま す。  
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  こ れで質疑を 終わり ま す。  

  こ れよ り 、 討論を 行いま す。 先に原案に反対者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  次に、 原案に賛成者の発言を 許し ま す。  

〔「 なし 」 と 言う 人あり 〕  

○議長（ 堤 豊君）  討論なし と 認めま す。  

  こ れで討論を 終わり ま す。  

  こ れよ り 本案を 採決し ま す。  

  同意第14号、 西伊豆町監査委員の選任については、 こ れに同意する こ と に賛成諸君は挙手

を 願いま す。  

〔 賛成者挙手〕  

○議長（ 堤 豊君）  挙手全員であり ま す。  

  よ っ て、 同意第14号は、 原案に同意する こ と に決定し ま し た。  

  山田厚司君の入場を 許し ま す。  

〔 山田厚司君 入場〕  

 

 

    ◎閉会宣言 

○議長（ 堤 豊君）  以上で本日の日程は全部終了し 、 本臨時会に付議さ さ れた案件の審議は

全て終了し ま し た。  

  こ れにて令和５ 年第１ 回西伊豆町議会臨時会を 閉会し ま す。  

  皆さ んお疲れさ ま でし た。  

 

 

閉会 午後 ２ 時４ ２ 分 

 

 


